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(57)【要約】
【課題】キャリアオン時間を制限しつつその制限下で適
切に通信処理を行いうる無線リーダライタを、大型化を
伴うことなく実現でき、処理時間の短縮化、省電力化、
装置構成の小型化を図ることのできる構成を提供する。
【解決手段】無線タグリーダライタ１は、キャリア出力
の継続が所定の許容時間を超える場合にキャリアを強制
的にオフ状態とし、そのオフ状態が一定時間継続した後
に、再びオン状態を継続可能としている。更に、通信処
理を行う際に、キャリアがオン状態であるか否かを検出
し、オン状態の場合には、当該オン状態の継続可能時間
を算出してそれを推定された通信必要時間と比較してい
る。そして、その比較において通信必要時間のほうが長
いと判断された場合、キャリアのオフ状態の開始を許容
時間が終了する前に前倒しさせ、且つその前倒しされた
オフ状態を一定時間継続させた後に通信処理を開始して
いる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアを出力するキャリア出力手段と、
　前記キャリア出力手段にて出力された前記キャリアを用いて通信処理を行う通信手段と
、
　前記キャリア出力手段による前記キャリアの出力を制御する構成をなし、前記キャリア
の出力が所定の許容時間を超える場合に前記キャリアの出力を強制的にオフ状態とし、且
つ前記オフ状態が一定時間継続した場合に再び前記キャリアの出力を前記許容時間におい
て継続可能とするオンオフ制御手段と、
　を備えた無線リーダライタであって、
　前記通信手段が前記通信処理を行う際に、当該通信処理に必要となる通信必要時間を推
定する推定手段と、
　前記通信手段が前記通信処理を行う際に前記キャリアがオン状態であるか否かを検出す
ると共に、前記オン状態の場合に、当該オン状態についての前記許容時間が終了するまで
の継続可能時間を算出する算出手段と、
　前記推定手段により推定された前記通信必要時間が前記算出手段により算出された前記
継続可能時間よりも長いか否かを判断する判断手段と、
　を有し、
　前記オンオフ制御手段は、前記判断手段により前記通信必要時間のほうが長いと判断さ
れた場合、前記キャリアの前記オフ状態の開始を前記許容時間が終了する前に前倒しさせ
、且つその前倒しされた前記オフ状態を前記一定時間継続させ、
　前記通信手段は、前記継続可能時間よりも長いと判断された前記通信必要時間に係る前
記通信処理を、その前倒しされた前記オフ状態が終了した後に開始することを特徴とする
無線リーダライタ。
【請求項２】
　前記判断手段により前記継続可能時間よりも前記通信必要時間のほうが長いと判断され
た場合、前記オンオフ制御手段により前倒しされた前記オフ状態中に、その前倒しされた
前記オフ状態後に行われる前記通信処理に用いる周波数の空きを確認するキャリアセンス
処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の無線リーダライタ。
【請求項３】
　前記推定手段は、少なくとも前記通信処理で通信を行おうとするデータのデータ量と通
信速度とに基づいて前記通信必要時間を推定することを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の無線リーダライタ。
【請求項４】
　前記推定手段は、
　前記通信必要時間を推定するための算出式を通信内容毎に定めた算出式データを備え、
　少なくとも、前記通信手段によって行おうとする前記通信処理の通信内容と、前記算出
式データとに基づいて前記通信必要時間を推定することを特徴とする請求項１から請求項
３のいずれかに記載の無線リーダライタ。
【請求項５】
　前記算出式データは、ＩＤ取得処理の際に用いる第１の算出式データと、データ読出処
理の際に用いる第２の算出式データと、データ書込処理の際に用いる第３の算出式データ
とを少なくとも有し、
　前記通信手段によって行おうとする前記通信処理が前記ＩＤ取得処理の場合には、前記
第１の算出式データに基づいて前記通信必要時間を推定し、
　前記通信手段によって行おうとする前記通信処理が前記データ読出処理の場合には、前
記第２の算出式データに基づいて前記通信必要時間を推定し、
　前記通信手段によって行おうとする前記通信処理が前記データ書込処理の場合には、前
記第３の算出式データに基づいて前記通信必要時間を推定することを特徴とする請求項４
に記載の無線リーダライタ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線リーダライタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電磁波を媒介として無線通信を行うシステムとして、ＲＦＩＤシステムが広
く提供されている。このシステムは、一般的に、ＲＦＩＤタグとリーダライタ（無線リー
ダライタ）とで構成され、移動体等に取り付けられるＲＦＩＤタグに対し、リーダライタ
により電波等を用いて無線通信を行い、ＲＦＩＤタグ内のデータを読み取ったり、或いは
ＲＦＩＤに対して様々なデータを書き込むように構成されている。
【特許文献１】特開２００７－３２３５９０公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記システムで用いられる無線リーダライタは、キャリア出力時間について
制約を受ける場合がある。例えば、電波法では、図６（ａ）のように、キャリアのオン時
間が最長１ｓと定められ、１ｓを超える場合には、キャリアオフしなければならない。ま
た、一度キャリアオフすると最短０．１ｓオフ状態を継続しなければならないという制約
が課せられる。このような制約を受ける場合、通信処理の途中でキャリアオフ時間が到来
し、強制的に通信処理が中断されるという問題がある。
【０００４】
　図６（ｂ）はその具体例についての説明図であり、ｎ回目の通信処理の途中にキャリア
オフ時間が到来（即ち、キャリアオン時間が強制的に終了）した例を示している。この例
のように、従来では、キャリアオフ開始時点（時間ｔ２）で処理が完了していないｎ回目
の通信処理については、キャリアオフ開始時点で強制的に中断され、処理失敗として扱わ
れていた。そして、この失敗した通信処理の実行は、キャリアオフ時間が終了するまで待
機しなければならず、キャリアオン開始後（時間ｔ３後）に再試行せざるを得なかった。
しかしながら、このような方法の場合、途中まで行われたｎ回目の通信処理が無駄となり
、通信処理の遅延や電力消費増大を招くという問題がある。
【０００５】
　一方、特許文献１では、上記課題に関連する技術として、２つのＲＦＩＤリーダライタ
を設け、継続してキャリアを出力できるようにした技術が開示されている。しかしながら
、特許文献１の構成の場合、２つのＲＦＩＤリーダライタが必要となるのに加え、これら
を制御する上位装置も必要となるため、装置構成が大型化、複雑化してしまうという問題
がある。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、キャリアオン時間を制
限しつつその制限下で適切に通信処理を行いうる無線リーダライタを、大型化を伴うこと
なく実現でき、処理時間の短縮化、省電力化、装置構成の小型化を図ることのできる構成
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、キャリアを出力するキャリア出力手段と
、前記キャリア出力手段にて出力された前記キャリアを用いて通信処理を行う通信手段と
、前記キャリア出力手段による前記キャリアの出力を制御する構成をなし、前記キャリア
の出力が所定の許容時間を超える場合に前記キャリアの出力を強制的にオフ状態とし、且
つ前記オフ状態が一定時間継続した場合に再び前記キャリアの出力を前記許容時間におい
て継続可能とするオンオフ制御手段と、を備えた無線リーダライタであって、前記通信手
段が前記通信処理を行う際に、当該通信処理に必要となる通信必要時間を推定する推定手
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段と、前記通信手段が前記通信処理を行う際に前記キャリアがオン状態であるか否かを検
出すると共に、前記オン状態の場合に、当該オン状態についての前記許容時間が終了する
までの継続可能時間を算出する算出手段と、前記推定手段により推定された前記通信必要
時間が前記算出手段により算出された前記継続可能時間よりも長いか否かを判断する判断
手段と、を有し、前記オンオフ制御手段は、前記判断手段により前記通信必要時間のほう
が長いと判断された場合、前記キャリアの前記オフ状態の開始を前記許容時間が終了する
前に前倒しさせ、且つその前倒しされた前記オフ状態を前記一定時間継続させ、前記通信
手段は、前記継続可能時間よりも長いと判断された前記通信必要時間に係る前記通信処理
を、その前倒しされた前記オフ状態が終了した後に開始することを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の無線リーダライタにおいて、前記判断手段により
前記継続可能時間よりも前記通信必要時間のほうが長いと判断された場合、前記オンオフ
制御手段により前倒しされた前記オフ状態中に、その前倒しされた前記オフ状態後に行わ
れる前記通信処理に用いる周波数の空きを確認するキャリアセンス処理を行うことを特徴
とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の無線リーダライタにおいて、前記推
定手段は、少なくとも前記通信処理で通信を行おうとするデータのデータ量と通信速度と
に基づいて前記通信必要時間を推定することを特徴とする。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３のいずれかに記載の無線リーダライタにおい
て、前記推定手段は、前記通信必要時間を推定するための算出式を通信内容毎に定めた算
出式データを備え、少なくとも、前記通信手段によって行おうとする前記通信処理の通信
内容と、前記算出式データとに基づいて前記通信必要時間を推定することを特徴とする。
【００１１】
　請求項５の発明は、請求項４に記載の無線リーダライタにおいて、前記算出式データは
、ＩＤ取得処理の際に用いる第１の算出式データと、データ読出処理の際に用いる第２の
算出式データと、データ書込処理の際に用いる第３の算出式データとを少なくとも有し、
前記通信手段によって行おうとする前記通信処理が前記ＩＤ取得処理の場合には、前記第
１の算出式データに基づいて前記通信必要時間を推定し、前記通信手段によって行おうと
する前記通信処理が前記データ読出処理の場合には、前記第２の算出式データに基づいて
前記通信必要時間を推定し、前記通信手段によって行おうとする前記通信処理が前記デー
タ書込処理の場合には、前記第３の算出式データに基づいて前記通信必要時間を推定する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明では、通信処理毎に通信必要時間を推定し、その推定された通信必要時
間がオン状態の継続可能時間よりも長いと判断された場合、キャリアのオフ状態の開始を
許容時間（強制的にオフ状態とされるまでに許容される時間）が終了する前に前倒しさせ
ている。そして、そのオフ状態の後に、その長いと判断された通信処理を行うようにして
いる。このようにすると、キャリア出力の継続を所定時間以内に制限する構成を実現しつ
つ、通信処理の途中でキャリアがオフ状態となる事態を未然に防ぐことができ、無駄な通
信処理（即ち処理が途中で強制的に中断される通信処理）に伴う処理の長時間化、電力消
費を効果的に抑えることができる。また、その長いと判断された通信処理（即ち、オン状
態の継続可能時間よりも通信必要時間が長いと判断された通信処理）を、前倒しされたオ
フ状態が終了した後に行うようにしており、必要な通信処理を迅速且つ良好に完了できる
。
【００１３】
　請求項２の発明は、前倒しされたオフ状態中にその前倒しされたオフ状態後に行われる
通信処理についてのキャリアセンス処理を行っている。キャリアセンス処理は、通信処理
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行う前に必要な処理であって且つキャリア出力が不要な処理であり、このような処理を前
倒しされたオフ状態の時間を利用して行っておけば、オフ状態後に行われる通信処理をよ
り早く完了できる。
【００１４】
　請求項３の発明は、通信処理で通信を行おうとするデータのデータ量と通信速度とに基
づいて当該通信処理の通信必要時間を推定している。このようにすると各通信処理につい
ての通信必要時間をより精度高く推定できる。
【００１５】
　請求項４の発明は、通信必要時間を推定するための算出式を通信内容毎に定めた算出式
データを備えており、通信処理で行われる通信内容と算出式データとに基づいて当該通信
処理の通信必要時間を推定している。このようにすると、通信内容を考慮して通信必要時
間を算出できるため、より一層精度高い推定が可能となる。
【００１６】
　請求項５の発明は、通信処理がＩＤ取得処理の場合には、第１の算出式データに基づい
て通信必要時間が推定され、データ読出処理の場合には、第２の算出式データに基づいて
通信必要時間が推定され、データ書込処理の場合には、第３の算出式データに基づいて通
信必要時間が推定される。このようにすると、少なくともＩＤ取得処理、データ読出処理
、データ書込処理について、各処理に適した算出式データを用いて通信必要時間を算出で
き、頻度高く発生する重要な処理について通信必要時間をより精度高く推定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　[第１実施形態]
　以下、本発明の非接触通信装置を具現化した第１実施形態について、図面を参照して説
明する。
　図１は、第１実施形態に係る無線リーダライタの電気的構成を概略的に例示するブロッ
ク図である。また、図２は、キャリアオン時間、キャリアオフ時間、通信処理の関係を説
明する説明図であり、図３は、キャリアオン時間、キャリアオフ時間、通信処理、キャリ
アセンス処理の関係を説明する説明図である。また、図４は、キャリアのオンオフ制御処
理の流れを例示するフローチャートであり、図５は、図４のオンオフ制御処理における通
信必要時間算出処理の流れを例示するフローチャートである。
【００１８】
　まず、図１を参照して無線リーダライタ１の電気的構成を説明する。
　無線リーダライタ１は、例えばＩＣカードやその他のＲＦＩＤタグと非接触通信を行う
ＲＦＩＤリーダライタとして構成されるものである。この無線リーダライタ１はＣＰＵ２
を有すると共に、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の記憶手段（図示略）を備えており、ＣＰＵ２によっ
て全体的な制御がなされるように構成されている。また、無線リーダライタ１には、送信
側を構成する回路として、キャリア発振器３、増幅器４、送信部フィルタ５、符号化部６
、変調部７、整合回路１３などが設けられている。また、受信側には、受信部フィルタ８
、増幅器９、復調部１０、二値化処理部１１、複号化部１２が設けられている。
【００１９】
　符号化部６は、ＣＰＵ２に接続されており、当該ＣＰＵ２より出力される送信データを
符号化して変調部７に出力する構成をなしている。変調部７は、キャリア発振器３より出
力される例えば周波数９５０ＭＨｚのキャリア（搬送波）に対し、通信対象へのコマンド
送信時に符号化部６より出力される符号化された送信符号（変調信号）によってＡＳＫ（
Amplitude Shift Keying）変調された被変調信号を生成し、増幅器４に出力する。なお、
キャリア発振器３の発振動作の動作／停止は、ＣＰＵ２によって制御されるようになって
いる。なお、キャリア発振器３は、「キャリア出力手段」の一例に相当する。
【００２０】
　増幅器４は、入力信号（変調部７によって変調された被変調信号）を所定のゲインで増
幅する構成をなしており、その増幅信号を送信部フィルタ５に出力する。送信部フィルタ
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５は、フィルタリングした送信信号を、整合回路１３を介してアンテナ１５に出力する。
このようにしてアンテナ１５に送信信号が出力されると、その送信信号が電磁波として当
該アンテナ１５より外部に放射される。
【００２１】
　一方、アンテナ１５を介して受信された信号は受信部フィルタ８によってフィルタリン
グされた後、増幅器９によって増幅され、復調部１０に与えられて復調される。その復調
された信号波形は二値化処理部１１において二値化され、その後、復号化部１２において
復号化される。そして、復号化された受信データはＣＰＵ２に出力される。
【００２２】
　次に、本実施形態の特徴的構成について説明する。
　本実施形態の無線リーダライタ１は、キャリアオン状態の最大継続時間（許容時間）が
予め定められており、リセット後にキャリアの出力が上記許容時間を超えて継続しないよ
うにＣＰＵ２によって制御される構成となっている。
【００２３】
　具体的には、ＣＰＵ２にキャリア時間監視タイマ２０（以下、タイマ２０とも称する）
が接続されており、このタイマ２０の信号に基づいて許容時間を超えるか否かを判断して
いる。このタイマ２０は、キャリアのオン状態を継続できる残りの時間（残余時間）を示
すものであり、キャリアオフ状態が一定時間継続したとき、若しくは図４のＳ８（後述）
の処理が行われたときにリセットされ、リセット後にキャリアの出力が開始された時点で
スタートするカウントダウンタイマとして構成されている。また、タイマ２０は、カウン
トのスタート時点（即ち、キャリア出力開始時点）で上記最大継続時間（許容時間）を示
し、スタートから時間が経過するにつれ残余時間が減少する構成となっている。そして、
スタートから許容時間（例えば１ｓ）が経過した時点で残余時間が０となる構成となって
いる。
【００２４】
　ＣＰＵ２はタイマ２０から出力される残余時間情報を監視しており、残余時間が０とな
った時点でキャリアを強制的にオフ状態とするようにキャリア発振器３を制御する。また
、キャリアの出力を強制的にオフ状態とした後には、そのオフ状態を一定時間（例えば０
．１ｓ）継続させ、その後に再びキャリアをオン状態とするようにキャリア発振器３を制
御する。キャリアのオフ状態が一定時間経過したときにはタイマ２０がリセットされて残
余時間が最大継続時間（許容時間）となるため、オン状態を再び最大継続時間（許容時間
）継続できるようになる。なお、ＣＰＵ２は、「オンオフ制御手段」の一例に相当する。
【００２５】
　また、ＣＰＵ２は、「通信手段」の一例に相当するものであり、キャリア発振器３にて
出力されたキャリアを用いて通信処理を行うように機能している。具体的には、キャリア
がオン状態のときに、ＣＰＵ２、符号化部６、変調部７、増幅器４、送信部フィルタ５、
整合回路１３、アンテナ１５、受信部フィルタ８、増幅器９、復調部１０、二値化処理部
１１、複合化部１２が協働して通信処理が行われる。なお、これらの機能は上述の通りで
ある。また、図２のように、オン状態のときには複数の通信処理を連続して実行できる構
成となっている。
【００２６】
　本実施形態では、上記のような構成をとりつつ、更に図４、図５のような制御が行われ
る。
　図４のオンオフ制御処理は各通信処理の開始前にＣＰＵ２によって行われる処理であり
、当該処理が開始されると、まず、キャリアがオン状態か否か判断される（Ｓ１）。当該
オンオフ制御処理開始直後はキャリアがオフ状態であるためＳ１にてＮｏに進み、キャリ
アをオン状態に切り替え（Ｓ７）、タイマ２０をリセットする（Ｓ８）。Ｓ８の処理では
、ＣＰＵ２からタイマ２０に対してリセット信号が出力され、このリセット信号を取得し
たタイマ２０は、残余時間（残りのキャリア継続可能時間）を最大継続時間（許容時間、
例えば１ｓ）に設定した状態でカウントダウンをスタートする。



(7) JP 2010-72918 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【００２７】
　一方、Ｓ１でキャリアがオン状態と判断された場合には、Ｓ１にてＹｅｓに進み、現在
のキャリアオン状態を継続できる残余時間（残りのキャリア継続可能時間）を読み出す処
理を行う（Ｓ２）。この処理では、タイマ２０から残余時間が取得され、メモリ（図示略
）に記憶される。
【００２８】
　その後、通信必要時間算出処理が行われる（Ｓ３）。Ｓ３の処理は、例えば図５のよう
な流れで行われるものであり、まず、これから行おうとする通信処理の通信内容の確認が
行われる（Ｓ１０）。
【００２９】
　本実施形態では、通信必要時間を推定するための算出式が通信内容毎に定められており
、これから行おうとする通信処理の通信内容に対応した算出式を用いて通信必要時間を推
定している。具体的には、ＩＤ取得処理の際に用いる第１の算出式データと、データ読出
処理の際に用いる第２の算出式データと、データ書込処理の際に用いる第３の算出式デー
タとがメモリ（図示略）に記憶されており、これから行おうとする通信処理がＩＤ取得処
理の場合には、Ｓ１０からＳ１１に進み、第１の算出式データに基づいて通信必要時間を
推定する。第１の算出式データは、通信量Ａ、衝突防止処理で用いるスロット数Ｂ、通信
速度Ｃをパラメータとして、通信必要時間Ｘを、Ｘ＝Ａ×Ｂ／Ｃ（第１の算出式）で求め
るデータであり、通信内容がＩＤ取得処理の場合には、通信量Ａ、衝突防止処理で用いる
スロット数Ｂ、通信速度Ｃが判明すれば、第１の算出式データによって通信必要時間Ｘを
算出できる。
【００３０】
　また、これから行おうとする通信処理がデータ読み出し処理である場合にはＳ１０から
Ｓ１２に進み、第２の算出式データに基づいて通信必要時間を推定する。第２の算出式デ
ータは、通信量Ａ、通信速度Ｃをパラメータとし、通信必要時間Ｘを、Ｘ＝Ａ／Ｃ（第２
の算出式）で求めるデータであり、通信内容がデータ読み出し処理の場合には、通信量Ａ
、通信速度Ｃが判明すれば、第２の算出式データによって通信必要時間Ｘを算出できる。
【００３１】
　また、これから行おうとする通信処理がデータ書き込み処理である場合にはＳ１０から
Ｓ１３に進み、第３の算出式データに基づいて通信必要時間を推定する。第３の算出式デ
ータは、通信量Ａ、通信速度Ｃ、タグの書き込み所要時間Ｄをパラメータとし、通信必要
時間ＸをＸ＝Ａ／Ｃ＋Ｄで求めるデータであり、通信内容がデータ書き込み処理の場合に
は、通信量Ａ、通信速度Ｃ、タグの書き込み所要時間Ｄが判明すれば、第３の算出式デー
タによって通信必要時間Ｘを算出できる。なお、タグの書き込み所要時間Ｄは例えば予め
所定値として記憶しておくことができる。
【００３２】
　Ｓ３の処理後には、Ｓ４の判断処理が行われる。Ｓ４の判断処理では、Ｓ２で読み出さ
れた残余時間（現在のオン状態の継続可能時間）とＳ３で算出された通信必要時間Ｘとを
比較し、残余時間が通信必要時間以上であるか否かを判断する。残余時間が通信必要時間
以上であればオン状態継続中に通信処理が終了すると考えられるためＳ４にてＹｅｓに進
み当該オンオフ制御処理を終了する。なお、当該オンオフ制御処理終了後には判断対象と
なっていた通信処理（即ち、Ｓ３で通信必要時間を算出した通信処理）が行われる。
【００３３】
　一方、Ｓ４の判断処理において残余時間が通信必要時間以上でないと判断された場合、
Ｓ４にてＮｏに進み、許容時間終了まで待たずにキャリアオフ状態に切り替え（Ｓ５）、
そのキャリアオフ状態が一定時間（例えば０．１ｓ）経過するまで待機する（Ｓ６）。オ
フ状態が一定時間経過した後には、再びキャリアオン状態に切り替え（Ｓ７）、タイマ２
０をリセットし（Ｓ８）、当該処理を終了する。なお、Ｓ７、Ｓ８は上述した通りである
。このように、本実施形態では、残余時間よりも通信必要時間のほうが長いと判断された
場合、キャリアのオフ状態の開始を、現在のオン状態の許容時間が終了する前に前倒しさ
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せ、且つその前倒しされたオフ状態を一定時間継続させている。そして、判断対象となっ
ていた通信処理（即ち、Ｓ４にて残余時間よりも長いと判断された通信必要時間に係る通
信処理）を、その前倒しされたオフ状態が終了した後に開始している。
【００３４】
　なお、ＣＰＵ２は、「推定手段」の一例に相当するものであり、通信処理を行う際に、
当該通信処理に必要となる通信必要時間を推定する機能を有する。また、ＣＰＵ２は、「
算出手段」の一例に相当するものであり、通信処理を行う際にキャリアがオン状態である
か否かを検出すると共に、オン状態の場合に、当該オン状態についての許容時間が終了す
るまでの継続可能時間（残余時間）を算出するように機能する。また、ＣＰＵ２は、「判
断手段」の一例に相当し、推定された通信必要時間が算出された継続可能時間（残余時間
）よりも長いか否かを判断する機能を有する。
【００３５】
　上記のようなオンオフ制御を行うと、例えば、図２のような場合（即ち、ｎ－１回目の
通信処理の終了が時間Ｔ４であり、許容時間の終了が時間Ｔ２であり、ｎ－１回目の通信
処理直後にｎ回目の通信処理を行ったときにこのｎ回目の通信処理途中で許容時間が終了
するような場合）であっても、ｎ－１回目の処理直後にｎ回目の処理を行わずにオフ状態
の開始を時間Ｔ４（即ち、ｎ－１回目の処理終了直後）まで前倒しすることができ、オフ
状態を一定時間（例えば、０．１ｓ）継続させたときの終了時間も時間Ｔ３（時間Ｔ２か
ら一定時間継続させたときの終了時間）から時間Ｔ５まで前倒しすることができる。
【００３６】
　また、Ｓ４において残余時間よりも通信必要時間のほうが長いと判断され、図２のよう
にオフ状態が前倒しされる場合（即ち、Ｓ５、Ｓ６の処理が行われる場合）、図３に示す
ように、前倒しされたオフ状態中に、その前倒しされたオフ状態後に行われる通信処理（
図３ではｎ回目の通信処理）に用いる周波数の空きを確認するキャリアセンス処理を行う
ことができる。このキャリアセンス処理は、例えばオフ状態の終了時（時間Ｔ５）までに
完了するように行えば、オフ状態終了直後にｎ回目の通信処理を開始することができる。
【００３７】
　本実施形態の構成によれば、例えば以下のような効果を奏する。
　本実施形態では、通信処理毎に通信必要時間を推定し、その推定された通信必要時間が
オン状態の継続可能時間よりも長いと判断された場合、キャリアのオフ状態の開始を許容
時間（強制的にオフ状態とされるまでに許容される時間）が終了する前に前倒しさせてい
る。そして、そのオフ状態の後に、その長いと判断された通信処理を行うようにしている
。このようにすると、キャリア出力の継続を所定時間以内に制限する構成を実現しつつ、
通信処理の途中でキャリアがオフ状態となる事態を未然に防ぐことができ、無駄な通信処
理（即ち処理が途中で強制的に中断される通信処理）に伴う処理の長時間化、電力消費を
効果的に抑えることができる。また、その長いと判断された通信処理（即ち、オン状態の
継続可能時間よりも通信必要時間が長いと判断された通信処理）を、前倒しされたオフ状
態が終了した後に行うようにしており、必要な通信処理を迅速且つ良好に完了できる。
【００３８】
　また、前倒しされたオフ状態中にその前倒しされたオフ状態後に行われる通信処理につ
いてのキャリアセンス処理を行っている。キャリアセンス処理は、通信処理行う前に必要
な処理であって且つキャリア出力が不要な処理であり、このような処理を前倒しされたオ
フ状態の時間を利用して行っておけば、オフ状態後に行われる通信処理をより早く完了で
きる。
【００３９】
　また、通信処理で通信を行おうとするデータのデータ量と通信速度とに基づいて当該通
信処理の通信必要時間を推定している。このようにすると各通信処理についての通信必要
時間をより精度高く推定できる。
【００４０】
　また、通信必要時間を推定するための算出式を通信内容毎に定めた算出式データを備え
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要時間を推定している。このようにすると、通信内容を考慮して通信必要時間を算出でき
るため、より一層精度高い推定が可能となる。
【００４１】
　また、通信処理がＩＤ取得処理の場合には、第１の算出式データに基づいて通信必要時
間が推定され、データ読出処理の場合には、第２の算出式データに基づいて通信必要時間
が推定され、データ書込処理の場合には、第３の算出式データに基づいて通信必要時間が
推定される。このようにすると、少なくともＩＤ取得処理、データ読出処理、データ書込
処理について、各処理に適した算出式データを用いて通信必要時間を算出でき、頻度高く
発生する重要な処理について通信必要時間をより精度高く推定できる。
【００４２】
　［他の実施形態]
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００４３】
　上記実施形態では、通信内容毎に定められる算出式を用いて通信必要時間を算出したが
、通信内容に関係なく一律の算出式を用いて通信必要時間を算出してもよい。例えば、い
ずれの通信内容の場合であっても通信量と通信速度とによって通信必要時間を算出するよ
うにしてもよい。
【００４４】
　上記実施形態では、通信必要時間を推定する一例を示したが、推定方法はこれに限定さ
れない。例えば、既に行われた通信処理の実測時間に基づいて通信必要時間を推定として
もよい。一例を挙げると、各通信処理の通信量、通信速度、実測時間を蓄積しておき、こ
れら蓄積データに基づいて通信必要時間を推定するといった方法を用いることができる。
例えば、ある通信速度で行おうとしている通信処理についての通信必要時間を推定する場
合、既に行われている同一通信速度の通信処理のサンプルデータ（通信量、実測時間）を
利用することができる。この場合、これから行おうとする通信処理の通信量が、サンプル
データと同一或いはほぼ同じであればその実測時間を通信必要時間としてもよく、通信量
がサンプルデータと異なれば、サンプルデータの実測時間を増減（例えば通信量に比例さ
せて変更）すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る無線タグリーダの電気的構成を概略的に例
示するブロック図である。
【図２】図２は、キャリアオン時間、キャリアオフ時間、通信処理の関係を説明する説明
図である。
【図３】図３は、キャリアオン時間、キャリアオフ時間、通信処理、キャリアセンス処理
の関係を説明する説明図である。
【図４】図４は、オンオフ制御処理の流れを例示するフローチャートである。
【図５】図５は、図４のオンオフ制御処理における通信必要時間の算出処理の流れを例示
するフローチャートである。
【図６】図６は、従来の問題点を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１…無線リーダライタ
　２…ＣＰＵ（通信手段、オンオフ制御手段、推定手段、算出手段、判断手段、）
　３…キャリア発振器（キャリア出力手段）
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